
《
ブ
ラ
ッ
ク
リ
ス
ト
の
履
歴
は
消
え
な
い
の
か
》

　

店
員
に
勧
め
ら
れ
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
カ
ー
ド
を
申

込
ん
だ
と
こ
ろ
、
審
査
に
通
ら
な
か
っ
た
と
の
連

絡
が
来
た
。

　

実
は
、
11
年
前
サ
ラ
金
数
社
か
ら
の
借
金

３
１
０
万
円
が
返
せ
ず
弁
護
士
に
依
頼
を
し
て
自

己
破
産
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
は
真
面
目
に

生
活
を
し
て
き
た
の
で
借
金
を
し
た
こ
と
も
な
い

し
、
年
収
も
相
応
に
あ
る
。
ブ
ラ
ッ
ク
リ
ス
ト
の

履
歴
は
な
ぜ
消
え
て
い
な
い
の
か
。
信
用
情
報
を

確
認
す
る
方
法
は
な
い
か
。

【
回
答
】

　

金
融
・
信
用
分
野
の
業
者
は
、
多
重
債
務
防
止

の
制
度
と
し
て
、
業
界
内
に
個
人
信
用
情
報
機
関

を
設
け
、
延
滞
等
の
事
故
情
報
を
登
録
し
相
互
に

情
報
交
換
し
て
利
用
し
て
い
る
。

　

カ
ー
ド
の
申
込
に
対
し
審
査
を
通
ら
な
か
っ
た

理
由
と
し
て
は
ブ
ラ
ッ
ク
リ
ス
ト
に
載
っ
て
い
る

可
能
性
が
大
で
あ
る
。

　

事
故
情
報
は
一
般
的
に
は
５
年
間
程
度
登
録
さ

れ
る
が
、
誤
っ
た
内
容
が
登
録
さ
れ
て
い
る
可
能

性
が
あ
る
場
合
は
、
カ
ー
ド
会
社
が
加
盟
す
る
情

報
機
関
を
確
認
し
た
上
で
、
自
分
の
信
用
情
報
の

開
示
請
求
を
し
て
、
誤
っ
た
内
容
は
訂
正
を
請
求

す
る
こ
と
に
な
る
。

《
過
払
い
分
を
戻
し
て
も
ら
う
方
法
は
？
》

　

サ
ラ
金
の
過
払
い
請
求
と
は
ど
ん
な
も
の
か
。

サ
ラ
金
か
ら
借
入
し
て
い
て
７
～
８
年
前
に
一
度

完
済
し
た
が
、
そ
の
後
ま
た
借
り
て
現
在
80
万
円

の
残
金
が
あ
る
。

　

返
し
終
わ
っ
た
も
の
で
も
、
払
い
過
ぎ
た
分
は

戻
る
と
聞
い
た
が
、
ど
の
よ
う
に
調
べ
る
の
か
。

【
回
答
】　

　

過
払
い
請
求
と
は
、
業
者
の
貸
付
金
利
を
利
息
制

限
法
の
低
い
金
利
で
計
算
し
直
し
、
払
い
過
ぎ
た
分
を

返
還
請
求
す
る
も
の
で
あ
る
。
計
算
の
た
め
に
は
、
業

者
か
ら
借
入
及
び
返
済
の
取
引
履
歴
を
取
寄
せ
る
。

　

高
い
利
息
で
完
済
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
過

払
い
金
が
あ
る
と
思
わ
れ
、
そ
の
返
還
又
は
現
在
の

借
入
分
の
減
額
が
で
き
る
。
但
し
、
完
済
し
て
か
ら

10
年
を
経
過
す
る
と
、
時
効
に
よ
り
返
還
請
求
は

で
き
な
く
な
る
。

　

多
重
債
務
に
つ
い
て
は
、
弁
護
士
会
や
県
の
消
費

生
活
セ
ン
タ
ー
で
無
料
相
談
も
行
っ
て
お
り
、
弁
護
士

等
に
依
頼
し
て
も
１
件
な
ら
ば
費
用
は
２
万
～
３
万

円
位
の
負
担
で
で
き
る
（
過
払
い
分
が
返
還
さ
れ
た
ら

金
額
に
応
じ
て
報
酬
を
支
払
う
こ
と
に
な
る
）。

　
《
連
帯
保
証
人
で
多
額
の
債
務
を
負
う
こ
と
に
。
》

　

昨
年
会
社
が
倒
産
。
役
員
を
や
っ
て
お
り
借
入
の

連
帯
保
証
人
に
な
っ
て
い
る
。

　

８
，０
０
０
万
円
も
あ
り
、
現
在
、
月
々
わ
ず
か

返
済
し
て
い
る
が
、
と
て
も
返
せ
そ
う
も
な
い
。

　

破
産
も
考
え
た
が
、
不
利
益
は
ど
ん
な
こ
と
が
あ

る
の
か
。

　

生
命
保
険
に
加
入
し
て
い
る
が
、
破
産
せ
ず
に
自
分

が
死
ん
だ
場
合
は
、
ど
う
な
る
か
。

【
回
答
】　

　

破
産
の
不
利
益
と
し
て
は
、
債
務
を
清
算
で
き
る

代
わ
り
に
財
産
も
全
て
失
う
こ
と
、
経
済
的
な
信
用
を

失
う
こ
と
の
外
は
、
一
定
の
資
格
等
に
影
響
が
あ
る
だ

け
で
あ
る
。
生
命
保
険
も
、
解
約
し
た
と
き
に
戻
る
金

が
あ
れ
ば
財
産
に
な
る
の
で
、
相
当
額
に
な
る
場
合
は

解
約
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

債
務
を
減
額
で
き
る
か
交
渉
し
、
返
済
不
可
能

な
額
が
残
る
な
ら
ば
、
失
う
財
産
も
考
慮
の
上
で

破
産
を
考
え
る
べ
き
。

　

破
産
せ
ず
に
死
亡
し
た
場
合
、
妻
子
は
相
続
放

棄
を
す
れ
ば
返
済
の
責
任
は
な
い
。

　

な
お
、
生
命
保
険
の
受
取
人
が
妻
に
指
定
さ
れ

て
い
る
場
合
、
相
続
放
棄
を
し
て
も
死
亡
保
険
金

は
受
取
れ
る
。

　

連
帯
保
証
人
を
し
て
い
た
友
人
の
自
動
車
ロ
ー
ン
の

返
済
が
延
滞
と
な
っ
て
、
残
高
わ
ず
か
10
万
円
の
こ
と

で
、
連
帯
保
証
人
が
ブ
ラ
ッ
ク
リ
ス
ト
に
載
っ
て
し
ま

っ
た
ケ
ー
ス
が
あ
り
ま
す
。

　

連
帯
保
証
人
宛
に
債
務
履
行
請
求
書
が
来
た
の
で
驚

い
て
友
人
に
連
絡
を
と
っ
た
ら
、
「
５
万
円
づ
つ
２
ヶ

月
で
返
済
す
る
」
と
言
う
の
で
完
済
さ
れ
た
と
ば
か
り

思
っ
て
い
た
そ
う
で
す
。

　

連
帯
保
証
人
と
は
、「
主
た
る
債
務
者
と
連
帯
し
て
債

務
を
負
担
す
る
こ
と
を
約
束
し
た
保
証
人
」
で
す
か
ら
、

通
常
の
保
証
人
が
有
す
る
催
告
の
抗
弁
権
（
民
法
４
５
２

条
）
と
検
索
の
抗
弁
権
（
民
法
４
５
３
条
）
が
な
く
、
主

た
る
債
務
者
と
ま
っ
た
く
同
じ
義
務
を
負
う
立
場
で
す
。

　

こ
の
場
合
、
連
帯
保
証
人
と
す
れ
ば
、
と
り
あ
え

ず
残
金
10
万
円
を
返
済
し
、
そ
の
後
で
友
人
か
ら
返

済
を
受
け
れ
ば
（
仮
に
返
済
さ
れ
な
く
て
も
）
、
ブ
ラ

ッ
ク
リ
ス
ト
に
載
っ
た
こ
と
で
自
分
が
住
宅
ロ
ー
ン
の

借
入
が
で
き
な
い
最
悪
の
状
況
は
回
避
で
き
た
と
思

わ
れ
ま
す
。
請
求
書
が
届
い
た
時
点
で
何
れ
か
の
相

談
窓
口
を
利
用
さ
れ
て
い
た
ら
と
悔
や
ま
れ
ま
す
。

　

当
相
談
ダ
イ
ヤ
ル
を
身
近
な
相
談
窓
口
の
一
つ
と
し

て
ご
活
用
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

　

１
月
か
ら
、
毎
月
第
２
土
曜
日
の
弁
護
士
・
司
法
書
士
・

社
会
保
険
労
務
士
に
よ
る
専
門
家
相
談
日
に
合
わ
せ
て
、
新

聞
や
情
報
紙
の
お
知
ら
せ
欄
を
利
用
し
て
「
く
ら
し
・
な
ん

で
も
相
談
専
門
家
相
談
日
」
の
Ｐ
Ｒ
に
努
め
て
い
ま
す
。

　

そ
の
効
果
で
、
専
門
家
相
談
日
に
は
毎
回
多
く
の
相

談
が
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。
４
月
は
１
日
46
件
と
過
去

最
高
を
数
え
て
い
ま
す
。

　

今
号
は
当
相
談
ダ
イ
ヤ
ル
主
任
相
談
員
の
佐
藤
豊
弁
護
士
（
長
野
県
弁
護
士
会
元
会
長
・
法
テ
ラ

ス
長
野
前
所
長
）
の
相
談
事
例
か
ら
多
重
債
務
問
題
・
ブ
ラ
ッ
ク
リ
ス
ト
に
つ
い
て
ご
紹
介
し
ま
す
。

毎
月
第
２
土
曜
日
は
、
弁
護
士
・
司
法
書
士
・
特
定
社
会

保
険
労
務
士
な
ど
専
門
家
相
談
員
に
よ
る
相
談
日
で
す
。

く
ら
し
・
な
ん
で
も
相
談〝
ほ
っ
と
ダ
イ
ヤ
ル
〟

ƒ
０
１
２
０—

３
９—

６
０
２
９

「
多
重
債
務
問
題
」
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く
ら
し
・
な
ん
で
も
相
談

佐藤　豊　弁護士

【
事
例
①
】

○
ブ
ラ
ッ
ク
リ
ス
ト　

金
融
機
関
の
借
入
金
や
、
ク

レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
、
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
ロ
ー
ン
、
キ
ャ

ッ
シ
ン
グ
な
ど
の
支
払
い
や
返
済
を
一
定
の
期
間

（
通
常
３
ヶ
月
）、
延
滞
し
た
状
態
を
「
事
故
」
ま
た

は
「
延
滞
」
と
い
い
、
個
人
信
用
情
報
に　
「
事
故

情
報
（
延
滞
情
報
）」　

が
登
録
さ
れ
る
。

　

こ
の
事
故
情
報
を
、
通
称
、
ブ
ラ
ッ
ク
情
報
と
言
い
、
ブ
ラ

ッ
ク
情
報
が
登
録
さ
れ
た
状
態
を　
「
ブ
ラ
ッ
ク
リ
ス
ト
に
載

る
」
と
言
っ
て
い
る
。

○
審
査　

カ
ー
ド
会
社
は
、（
株
）
シ
ー
・
ア
イ
・
シ
ー
（
Ｃ
Ｉ
Ｃ
）、

（
株
）
日
本
信
用
情
報
機
構
（
Ｊ
Ｉ
Ｃ
）、
全
国
銀
行
個
人
信
用

情
報
セ
ン
タ
ー
（
Ｋ
Ｓ
Ｃ
）
な
ど
の
信
用
情
報
機
関
の
会
員
に

な
っ
て
お
り
、
申
込
者
の
信
用
情
報　
（
い
つ
・
ど
こ
の
会
社
で
・

い
く
ら
借
り
て
・
ど
う
な
っ
た
か
）　

や
過
去
の
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ

ー
ド
等
の
申
込
履
歴
な
ど
を
照
会
の
う
え
審
査
す
る
。
事
故
情

報
に
登
録
さ
れ
て
い
る
と
カ
ー
ド
発
行
や
借
入
は
で
き
な
い
。

○
信
用
情
報
の
開
示
請
求　

個
人
の
信
用
情
報
は
本
人
の
請
求

に
よ
り
開
示
さ
れ
る
。
個
人
信
用
情
報
の
問
合
せ
先
は
カ
ー
ド

の
種
類
に
よ
っ
て
左
記
に
電
話
し
て
手
続
を
。
開
示
相
談
コ
ー

ナ
ー
に
出
向
く
他
、
郵
送
で
申
込
み
・
返
信
郵
便
で
受
取
れ
る
。

手
数
料
は
申
込
先
に
よ
っ
て
、
０
（
無
料
）
～
１
０
０
０
円
に

返
信
用
切
手
代
位
。

●
ク
レ
ジ
ッ
ト
系
は　

Ｃ
Ｉ
Ｃ
（
☎
０
１
２
０
Ｉ
８
１
０
Ｉ
４
１
４
）

●
消
費
者
金
融
系
は　

Ｊ
Ｉ
Ｃ
（
☎
０
１
２
０
Ｉ
４
４
１
Ｉ
４
８
１
）

●
銀
行
系
は　

   

Ｋ
Ｓ
Ｃ
（
☎
０
１
２
０
Ｉ
５
４
０
Ｉ
５
５
８
）

「
ブ
ラ
ッ
ク
リ
ス
ト
」

【
事
例
②
】

○
過
払
い
金　

か
つ
て
サ
ラ
金
か
ら
借
入
し
て
返
済

し
終
わ
っ
た
人
で
も
、
返
済
し
終
わ
っ
た
と
き
か
ら

10
年
が
経
過
し
て
い
な
け
れ
ば
、
過
去
に
払
い
過
ぎ

た
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
金
利
分
（
過
払
い
金
）
を
取
り
戻

す
こ
と
が
で
き
る
。

　

10
年
以
内
に
、
消
費
者
金
融
や
信
販
会
社
の
キ
ャ
ッ
シ
ン
グ

を
利
用
し
て
い
た
人
、
商
工
ロ
ー
ン
か
ら
高
利
で
融
資
を
受
け

て
い
た
中
小
企
業
の
経
営
者
な
ど
は
、
思
わ
ぬ
金
額
が
戻
る
可

能
性
も
あ
る
の
で
一
度
、
弁
護
士
な
ど
専
門
家
に
相
談
を
。

「
サ
ラ
金
の
過
払
い
分
」

【
事
例
③
】
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